
 

                             

 

大阪府立高等学校ＰＴＡ協議会規約 
 

第 １ 条 本会は大阪府立高等学校ＰＴＡ協議会と称し、事務局を大阪市中央区糸屋町２－１－１三和 

センチュリービル７０１におく。 

第 ２ 条 本会は府立高等学校ＰＴＡ（以下「単位ＰＴＡ」という。）をもって組織する。 

第 ３ 条 本会は次の２部会をおく。 

第１部会（普通高等学校ＰＴＡ） 

第２部会（実業高等学校ＰＴＡ） 

第 ４ 条 本会は単位ＰＴＡ相互の連絡協調と生徒、保護者、教職員の災害（傷病・事故等）について 

入院見舞金を贈り、その健全な発展を図ることを目的とする。 

第 ５ 条 本会はその目的のために次の事項を推進する。 

（１）高等学校教育について理解を深めその充実発展に協力する。 

（２）家庭教育の振興に努力する。 

（３）教育の社会的環境の浄化に努める。 

（４）教育の政治的中立の確保を期する。 

（５）災害（傷病・事故等）について入院見舞金を贈る。 

第 ６ 条 本会に次の役員等をおく。 

（１）役 員 

会   長     １  名 

副 会 長     ２  名 

書   記     １  名 

会   計     １  名 

幹   事     ６  名 

（２）会計監査委員     ２  名 

（３）相談役        ２  名 

２ 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたとき、その職務を行う。 

４ 副会長は、部会長を兼ね、所属部会を代表する。 

５ 書記は、本会の庶務をつかさどる。 

６ 会計は、本会の会計をつかさどる。 

７ 幹事は、会務の運営に参加する。 

８ 会計監査委員は、本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。 

９ 相談役は、会務について会長の諮問に応じ、助言を行う。 

第 ７ 条 役員は、第１２条に定める各ブロック代表校の単位ＰＴＡ会長又は副会長及び別に選出され 

る第２部会の部会長をもってあてる。 

２ 会長、副会長、書記、会計及び幹事は、新旧合同役員会において新役員の中から候補者を選 

考し、総会の承認を得て決定する。  

第 ８ 条 会計監査委員は、顧問税理士または顧問会計士１名と新旧合同役員会において会計以外の前 

年度役員の中から１名の候補者を選考し、総会の承認を得て決定する。 

第 ８ 条 の ２ 相談役は、新旧合同役員会において前年度の役員等から候補者を選考し、総会の承認 

を得て決定する。相談役の再任についても同様とする。 

   ２ 相談役は、役員会に出席して意見を述べることができる。 

第 ９ 条 本会の役員及び会計監査委員の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、後任者が決定す

るまでの期間はその職務を行う。 

第 ９ 条 の ２ 相談役の任期は１年とし、一度に限り再任を妨げない。 

第 ９ 条 の ３ 役員は、自己の健康上の理由や社会通念上やむを得ない事情等で役員の職務の継続が 

困難な場合は、会長に辞任を申し立てることができる。 

   ２ 会長は前項の申し立てがやむを得ないと認めるときは、辞任を認め、第７条の規定により補 

充選任する。 

   ３ 補充選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 



  

第１０条 本会に顧問を置き、大阪府立学校長協会会長にこれを委嘱する。 

２ 顧問は役員会に出席して意見を述べることができる。 

第１１条 本会の会議は次のとおりとし、それぞれに該当する単位ＰＴＡ会長又は副会長で構成される。 

（１）総 会  （２）部 会 （３）ブロック会 （４）役員会  

２ 総会の議事運営についての詳細は「総会議事運営規程」で定める。 

第１２条 本会の各ブロックは、別表のとおりとする。 

第１３条 本会の会議は、それぞれ構成員の２分の１以上の出席をもって成立し、議決には出席者の過 

半数の同意を必要とする。ただし、総会の出席には委任状を含めることとする。 

第１４条 本会に広報委員会ならびに、人権啓発委員会を置く。委員は、会長が委嘱する。 

第１５条 本会の会務運営上必要あるときは、特別委員会をおくことができる。その構成員は、会長 

が委嘱する。 

第１６条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金、入院見舞金負担金、その他の収入をもってこれにあ 

てる。 

第１７条 本会に単位ＰＴＡが納入する年間会費、入院見舞金負担金の額は、別表に定める額とする。 

第１８条 本会の会計年度は毎年４月１日より始まり翌年３月３１日に終わる。 

第１９条 本会の事務を処理するため、事務局に職員をおく。職員の任免は役員会に諮り会長が行う。 

２ 事務局職員についての詳細は別に定める。  

第２０条 この規約は、総会の承認を得て改正することができる。ただし、府立高等学校の新設、統・ 

廃合等によるブロックの編成の変更については総会の承認を要しない。 

附  則 この規約は、昭和２８年４月１日から施行する。 

附  則 この規約は、昭和６２年１２月４日から施行する。 

附  則 この規約は、平成２年１２月５日から施行し、平成３年６月１日から適用する。 

附  則 この規約は、平成１４年６月１２日から施行する。 

附  則 この規約は、平成１９年１月２４日に改正し、平成１９年４月１日から適用する。 

附  則 この規約は、平成２３年６月１５日から施行する。ただし、平成２３年度の会計年度は平成 

２３年６月１日から平成２４年３月３１日とする。 

附  則 この規約は、平成２４年 ４月 １日から施行する。 

附  則 この規約は、平成２９年 ６月２１日に改正し、同日から適用する。 

附  則 この規約は、令和 元年 １月１７日に改正し、同日から適用する。 

附  則 この規約は、令和 ４年 ６月１５日に改正し、令和 ４年 ４月 １日から適用する。 

附  則 この規約は、令和 ５年 ６月２１日に改正し、令和 ５年 ４月 １日から適用する。 

 

第１７条 年間会費 （平成２０年度より適用） 

生 徒 数（人） 金   額（円） 

１１５１～１２００ １４４，０００ 

１１０１～１１５０ １３８，０００ 

１０５１～１１００ １３２，０００ 

１００１～１０５０ １２６，０００ 

 ９５１～１０００ １２０，０００ 

 ９０１～ ９５０ １１４，０００ 

 ８５１～ ９００ １０８，０００ 

 ８０１～ ８５０ １０２，０００ 

 ７５１～ ８００ ９６，０００ 

 ７０１～ ７５０ ９０，０００ 

 ６５１～ ７００ ８４，０００ 

 ６０１～ ６５０ ７８，０００ 

 ５５１～ ６００ ７２，０００ 

 ５０１～ ５５０ ６６，０００ 

 ４５１～ ５００ ６０，０００ 

 ４０１～ ４５０ ５４，０００ 

 ３５１～ ４００ ４８，０００ 

 ３０１～ ３５０ ４２，０００ 



  

 ２５１～ ３００ ３６，０００ 

 ２０１～ ２５０ ３０，０００ 

２００以下 ２４，０００ 

 

※この年間会費表の範囲を超える生徒数においては、この表に準じて５０人単位毎に６，０００円を

増額するものとします。 

第１７条 入院見舞金負担金 （平成１９年度より適用） 

 

学校基本調査統計（５月１日）生徒総数 × １００円 

 


